
第３次一関市交通安全計画の評価

１ 評価の方法 

・ 第３次一関市交通安全計画の目標と実績を比較する。 

番

号
目標名 目標 実績値 

H23～27

平均値

H28～R2

平均値

1
年間の死者数 

（単位：人） 

3 人 

以下

H28 9

8.8 人 6.6 人

H29 6

H30 9

R1 3

R2 6

2

年間の交通事

故発生件数 

（単位：件） 

190

件 

以下

H28 220

346 件 180 件

H29 203

H30 186

R1 158

R2 133

3

年間の死傷者

数 

（単位：人） 

240

人 

以下

H28 284

433 人 224 人

H29 252

H30 223

R1 199

R2 163

H28 H29 H30 Ｒ１ Ｒ２ 

０件 ０件 １件 ０件 ０件 

【第３次一関市交通安全計画における道路交通の目標】 

１ 令和２年までに年間の死者数を３人以下にする。 

２ 令和２年までに年間の交通事故発生件数を 190 件以下にする。 

３ 令和２年までに年間の死傷者数を 240 人以下にする。 

【第３次一関市交通安全計画における踏切道の目標】 

１ 令和２年まで踏切事故の件数０件を継続。 
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２ 評価 

⑴ 道路交通 

・ 国・県の死者数は減少傾向にあるものの、当市では第３次計画期間の５年平均で

6.6 人と目標値の２倍となっており、極めて厳しい状況にある。 

・ 交通事故発生件数は減少傾向にあり、平成 30 年から目標達成を継続している。 

・ 死傷者数も減少傾向にあり、平成 30 年から目標達成を継続している。 

・ 令和元年の１年のみではあるが道路交通の目標値のすべてを達成し、さらに、「交

通事故発生件数」「傷者数」は大幅に減少した点において、極めて効果があったと考

える。 

⑵ 踏切道 

・ 平成 30 年に踏切事故が発生したことから、件数０件の継続は達成できなかった。 

３ 第４次一関市交通安全計画策定に向けて 

一関市交通安全計画は、交通安全対策基本法第 26 条に基づき策定された交通の安全に

関する総合的かつ長期的な施策の大綱である。 

そのポイントは二つあり、一つは総合性である。交通の安全は、国・県・市及び関係機

関・団体のみならず市民一人ひとりに関連するため、あらゆる交通安全施策を総合的に

推進し、その総合性を確保する必要がある。 

もう一つは継続性である。交通事故の発生状況の長期的な予測に基づいて、交通事故

の発生をできる限り少なくするための交通安全施策を推進し、その継続性を確保する必

要がある。 

法律上、計画期間の定めはないが、第１次から第３次まではいずれも５か年をその計

画期間としている。 

【参考】令和２年市内交通事故発生状況


